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労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要

○ 労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。）第52条の14において、事業者はスト

レスチェックを実施した医師等に、検査結果を一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させること

（以下「集団分析」という。）を努力義務として規定している。

○ 「今後の労働安全衛生対策について（建議）」（令和７年１月）において、「集団分析の実施方法については、

現行の努力義務の規定を、労働者のプライバシー保護等の観点から、個人を特定できない方法で実施する努力義務

規定とすることが適当である」とされたことを踏まえ、集団分析に係る努力義務規定について、改正を行う。

１．改正の趣旨

○ 集団分析について、特定の個人を識別できない方法で実施することを規定する。

【省令改正案（下線部が改正部分）】

第五十二条の十四 事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所

属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに、特定の個人を識別することができない方法で、集計させ、その結果につ

いて分析させるよう努めなければならない。

２．改正の概要

労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第66条の10第１項

３．根拠法令

（１）公布日：令和８年６月（予定） （２）施行日：令和９年４月１日

４．公布日等
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（参考）関係法令等
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心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき
事業者が講ずべき措置に関する指針（抄）

平成27年４月15日心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第１号

改正 平成27年11月30日心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第２号

改正 平成30年８月22日心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第３号

11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護

（４）集団ごとの集計・分析の結果の事業者への提供に当たっての留意事項

ア 集団ごとの集計・分析の最小単位

集団ごとの集計・分析を実施した実施者は、集団ごとの集計・分析の結果を事業者に提供するに当たっては、当該結果はスト

レスチェック結果を把握できるものではないことから、当該集団の労働者個人の同意を取得する必要はない。ただし、集計・分

析の単位が少人数である場合には、当該集団の個々の労働者が特定され、当該労働者個人のストレスチェック結果を把握するこ

とが可能となるおそれがあることから、集計・分析の単位が10 人を下回る場合には、集団ごとの集計・分析を実施した実施者

は、集計・分析の対象となる全ての労働者の同意を取得しない限り、事業者に集計・分析の結果を提供してはならないものとす

る。ただし、個々の労働者が特定されるおそれのない方法で集計・分析を実施した場合はこの限りでないが、集計・分析の手法

及び対象とする集団の規模について、あらかじめ衛生委員会等で調査審議を行わせる必要があることに留意すること。

労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）（抄）

（検査結果の集団ごとの分析等）

第五十二条の十四 事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する

労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。

２ 事業者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者

の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。



（参考）「今後の労働安全衛生対策について」（労働政策審議会建議 (令和７年１月17日 ) )

今後の労働安全衛生対策について（報告）（抜粋）

２ 職場のメンタルヘルス対策の推進

（略）

（２）集団分析の実施及び職場環境の改善
ア ストレスチェック実施後の集団分析・職場環境改善は労働安全衛生規則に基づき事業者の努力義務とされてい
るが、大企業であっても試行錯誤しながら取り組んでいるところ、取組内容も極めて多様であること等を踏まえ
ると、現時点では、何を、どの水準まで実施したことをもって、履行されたと判断することは難しく、事業場規
模にかかわらずこれを義務とすることは時期尚早であり、義務化については引き続きの検討課題とすることが適
当である。
まずは、
・事業者や労働者に対して、ストレスチェック制度は集団分析及び職場環境改善まで含めた一体的な制度である
ことの周知
・集団分析結果を活用した職場環境改善の取組事例の収集・とりまとめ
・取組事例を含めた研修の実施
などの対策を通じて、適切な取組の普及を国、事業者、労働者、医療関係者において計画的かつ確実に進めてい
くことが適当である。

イ 集団分析の実施方法については、現行の努力義務の規定を、労働者のプライバシー保護等の観点から、個人を
特定できない方法で実施する努力義務規定とすることが適当である。

（略）
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（参考）労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和７年法律第33号）附帯決議

参議院厚生労働委員会（令和７年４月10日）

七 ストレスチェック制度の効果を高めるため、集団分析・職場環境改善の実施を計画的かつ着実に推進すること。また、集団分析・職場環境改善の在り方に
ついて、義務化の可否を含め、労使等の関係者の意見を聴きながら検討を進めること。

八 ストレスチェックの実施義務対象の拡大に鑑み、中小零細企業を支援するため、産業保健活動総合支援事業に関する体制整備を行うとともに、産業医・産
業保健スタッフの育成に努めること。

衆議院厚生労働委員会（令和７年５月７日）

九 労働者数五十人未満の事業場におけるストレスチェックを適正に実施するため、ストレスチェック実施者等が秘密保持義務に違反している場合は、適切に
対処すること。

十 ストレスチェックを希望しないことや受検結果及び医師による面接指導の申出を理由とする不利益取扱いが行われることのないよう、事業者に対して必要
な監督・指導を行うこと。

十一 ストレスチェック制度の効果を高めるため、ストレスチェック項目の評価・検証を行うとともに、集団分析・職場環境改善の実施を計画的かつ着実に推
進すること。また、集団分析・職場環境改善の在り方について、義務化の可否を含め、労使等の関係者の意見を聴きながら検討を進めること。

十二 ストレスチェックの実施義務対象の拡大に鑑み、中小零細企業を支援するため、産業保健活動総合支援事業に関する体制整備を行うとともに、産業医・
産業保健スタッフの育成に努めること。また、個人事業者等においても自身のストレス状況を把握しメンタルヘルス対策を講ずることは重要であることから、
個人事業者等が労働者と同水準のストレスチェックを実施することができるような環境整備を図ること。

十三 労働者数五十人未満の事業場におけるストレスチェックについては、事業者に過度な経済的負担及び業務上の負担が生じることのないよう、十分な準備
期間を確保し、事業場の状況に鑑み、導入時期を慎重に検討するとともに、ストレスチェックを的確に行うことができるように支援すること。また、地域産業
保健センターへの相談事例の増加に対応するため、相談しやすい環境を整備し、メンタルヘルスに一定の知見のある医師確保を積極的に行うために必要な措置
を講ずること。

十四 デジタル化の進展に伴い、デジタルを活用したストレスチェックによって適時適切に実施することができるようにする等、デジタルを活用した実効性を
伴うストレスチェックの実施の在り方を示すこと

十五 職場のメンタルヘルス対策を一層推進するため、これまでのメンタルヘルス対策の効果を検証するとともに、ストレスチェック以外の方法についても検
討すること。

十六 職場のメンタルヘルス不調者の職場での早期把握のための研究等を行い、その取組の好事例等を各事業者に提供するよう努めること。

十七 高ストレス者の面接指導について、小規模事業場の特性を踏まえ、小規模事業場の高ストレス者が安心して面接指導の申出をすることができる環境を整
備すること。また、事業者が、面接指導の結果に基づく労働者の健康を保持するために必要な措置に関する医師の意見を聴いて、必要な措置を講ずるよう、事
業者に対して指導の徹底を図ること。
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